
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

介護相談員派遣等事業は、利用者の疑問や不満、不安を受け付け、事業所や行政に橋渡

ししながら、問題の改善や介護サービスの質の向上を図ることを目指すものです。 

 

 

 

 

（１）まず、介護相談員は利用者や家族から苦情や不満等をよく聞いたのち、 

 

●たんなる行き違いや情報不足によるものか 

●個人の好き嫌いによる要望なのか 

●介護の質に関わるものなのか 

●虐待・詐取などにあたるのか       など、事実を確認してみきわめます。 

 

（２）そのうえで本人への助言や、事業者側と意見交換を重ねて問題のありかを提示し、 

サービスの質の改善につながる提案をします。 

 

（３）また、必要に応じて、市が関与して適切な対応策をとります。 

 

疑問や不満を話せる介護相談員の存在は、利用者に安心感をもたらします。 

 

              

 

 

            

 

  

                                                     

 

 

 

 

 

ご存知ですか♪ 

千葉市介護相談員について 
～千葉市介護相談員派遣等事業のごあんない～  

月１回程度 
２名で訪問 
します。 

利用者・家族 
からの声を 
聞きます。 

活動報告書 
を市に提出 
します。 

意見交換を 
行い、サービス 
改善を提案 
します。 

利用者・ 
家族へ説明 

相談を聞いた 
ままにせず、 
改善状況を 
報告します。 

介護相談員はこんな活動をしています。 

 

事務局へ 
報告 

事業者と 
意見交換 

相 談 

施設訪問 



 

 

  

 

 

 市町村が「事業の実施にふさわしい人格と熱意をもっていると認めた人で、一定水準以上の

養成研修を受けた人」と定められています。 

   千葉市では、町内自治会連絡協議会などから推薦された者と公募して選んだ者と合わせて 

２２人が活動しています。 

 

 

 

 

 

①サービス提供事業者の評価 ②車いすへの移乗、食事の介助など「介護」にあたる行為  

③利用者同士のトラブルの仲裁 ④家族問題に関することへの介入  

⑤遺言・財産処分に関する相談 ⑥物品の修理 

 

 

 

 

 

 施設など事業者にとって、介護相談員を通して利用者の日常の声を聞くことは、提供するサー

ビスの改善点を探る重要な手がかりになり、サービスの質的向上につながります。 

 平成１８年度から始まった「介護サービス情報の公表」制度においても、入所・入居サービス

の「調査情報」中の項目「介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外

部の者等との連携」の、「確認事項：入所者の権利侵害を防ぐため、施設が開放的になるような

取り組みを行っている」を確認する材料のひとつとして、「介護相談員又はオンブズマンとの相

談、苦情等対応の記録がある」ことがあげられています。 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

千葉市役所介護保険事業課 

〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１－１ 

TEL：０４３－２４５－５０６２ 

FAX：０４３－２４５－５６２１ 

Email：kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp 

介護相談員ってどんな人？ 

 

介護相談員がやってはいけないこと 

 

サービス提供事業者のメリット 

 


